
 

介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 【2025 年度改定版】 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電    話  ０４２－３４５－０６９１ （月～土曜日 ８：３０～１７：１５） 

※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 

２ 指定介護予防ケアマネジメント事業所の概要 

（１）指定介護予防ケアマネジメント事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 小平市地域包括支援センター中央センター 

所在地 小平市小川町２－１３３３ 小平市健康福祉事務センター１階 

介護保険指定番号 １３０４３０００５４ 

管理者 センター長 藤田哲子 

サービス提供地域 小川東町住居表示未実施地区、小川町２丁目、学園東町１丁目 

（２）当事業所の職員体制 

担 当 資  格 配置人数 

管 理 者 介護予防支援担当を兼ねる １人 

介護予防ケア

マネジメント

担当職員 

保健師または看護師 １人以上 

社会福祉士 １人以上 

主任介護支援専門員 １人以上 

介護支援専門員 １人以上 

 ※上記職員は、地域包括支援センター業務を兼ねる 

（３）サービス提供時間 

月曜日～土曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

休業日 日曜日・祝日及び国民の休日・12 月 29 日～1 月 3 日 

 ※ ただし、土曜日は各種申請受付や緊急な相談の対応に限る 

 ※ 緊急時の連絡先及び電話番号 ０４２－３４５－０６９１（１の電話に同じ） 

 

３ 指定介護予防ケアマネジメントの申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

  ※概要 

介護予防ケアプランの作成についての利用申込み 

    介護予防ケアプランの流れ、サービス内容について説明をし、ご利用者及びその 

ご家族等の同意を得たうえで、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメ 

ント依頼（変更）届出書」に記入していただきます。 

併せて、当事業者と介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業利用契約を交わします。 

↓ 

介護予防ケアプランの作成及び交付 

    担当者は、ご利用者宅に訪問し、ご利用者及びそのご家族等に面接をして、日常 

生活のうえで解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、ご利用者及び 

そのご家族等とともに目標を設定し、その目標達成に向けて介護予防ケアプランを 

作成します。 



↓ 

介護予防サービス事業所等との調整 

介護予防サービス事業所等についてのサービス内容等の情報を提供します。 

ご利用者及びそのご家族等の同意を得たうえで、選択した介護予防サービス事業所 

の担当者と、介護予防ケアプラン及び介護予防サービスの提供に関して必要な連絡調 

整を行います。 

介護予防サービス事業所の調整を行う際、ご利用者及びそのご家族は複数の事業所 

の紹介を求めることが可能です。 

また、当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることが可能です。 

↓ 

介護予防サービス事業所によるサービス提供 

介護予防サービス事業所による、ご利用者への個別のサービス計画が作成され、 

サービスが提供されます。 

↓ 

介護予防ケアプランの実施状況の把握 

介護予防ケアプラン作成後も、ご利用者、そのご家族等及び介護予防サービス事業 

所等と適宜、訪問や電話などで連絡をとり、介護予防ケアプランの実施状況について 

把握を行います。 

↓ 

介護予防ケアプランにおいて設定した目標についての評価 

一定期間ごとに、ご利用者及びそのご家族等の意向を確認し、利用者の生活の自立 

を支援する観点で、介護予防ケアプランにおいて設定した目標が達成されたかどうか 

を評価し、必要に応じて介護予防ケアプランの変更や、介護予防サービス事業者等と 

の連絡調整その他の便宜を適切かつ効果的に提供します。 

 

４ 利用料金 

（１）利用料 

要支援認定又は事業対象者認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので基

本的に自己負担はありません。 

※ 保険料の滞納等によりいったんお支払いただく場合がありますが、諸手続きにより償還払い

を受けられます。 

（２）解約料 

ご利用者は文書で申し出ることにより、いつでも契約を解約することができ、一切料金はか

かりません。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

お電話等でお申し込みください。介護予防ケアマネジメント事業所の職員がお伺いいたしま

す。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

①ご利用者の都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出くださればいつでも解約できます。 



②当事業者の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があります。 

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。 

ア ご利用者がグループホーム等に入所した場合 

イ ご利用者の要支援認定区分が非該当（自立）または要介護と認定されるなど、介護予 

防ケアマネジメントの対象者でなくなった場合 

ウ サービス提供地域外に転居した場合 

エ ご利用者が死亡した場合 

④その他 

ご利用者やご家族等が事業所や当事業所の介護予防ケアマネジメント担当職員に対して、

相互の信頼関係を損壊する行為（暴力又は乱暴な言動、セクシャルハラスメント、ストーカ

ー行為など）をし、その改善が見込めない場合は、文書で通知することにより１か月の予告

期間を置き、サービスを終了させていただく場合があります。 

 

６ サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所の苦情担当及び苦情解決制度の窓口 

当事業所のサービスに関するご相談、苦情及び介護予防ケアプランに基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談や苦情は、担当者または管理者までお気軽にご相談ください。 

また、法令に基づく苦情解決制度の窓口は、次のとおりです。 

①苦情受付窓口担当者    氏 名  瀬沼 桃（小平市社会福祉協議会 福祉総務課） 

                   電話 ０４２－３４４－１２１７ 

②受付時間         月～金 ９：００～１７：００ 

③苦情解決責任者      氏 名  島田 義之 

④第三者委員        氏 名  中村猛、小川由美 

（２）その他 

当事業所以外に、以下の苦情受付機関連絡先に、苦情を相談することもできます。 

 ①小平市健康福祉部高齢者支援課地域支援担当 

   電話番号：０４２（３４６）９５３９  受付時間：月～金 ８:３０～１７:００ 

②東京都国民健康保険団体連合会      

  電話番号：０３（６２３８）０１７７  受付番号：月～金 ９:００～１７:００ 

 

７ その他事業所内での取組 

（１）感染対策に関する取組 

    感染症の予防及びまん延の防止のための取組みとして、委員会の開催、指針の整備、研修 

及び訓練（シミュレーション）を実施します。 

（２）業務継続に向けた取組 

    感染症や災害が発生した場合にあっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、 

業務継続計画の策定、研修及び訓練（シミュレーション）を実施します。 

（３）高齢者虐待防止に関する取組 

    利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待の発生又はその再発を防止するための委 

員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めます。 

※虐待防止管理責任者  藤田哲子（センター長） 



８  事故発生時等の対応 

     利用者の緊急時の連絡先に事故発生状況を連絡するとともに管理者に報告します。また、  

事業所はサービス提供に伴い、事業所の責めに帰すべき事由により利用者等に賠償すべき損害

を与えた場合には、速やかに賠償するものとします。 

 

９ プライバシーの保護 

   業務上知り得た個人情報に関する事項は、厳密に守ります。 

 

１０ サービス計画の作成等の委託について 

   当事業者は介護予防ケアプランの作成事務、ご利用者宅へ訪問して行う経過観察及びこれら

に付随する事務を居宅介護支援事業所に委託します。 

  以下、委託する場合のみ記入。 

（１）委託する居宅介護支援事業所の概要 

    名称 

    所在地 

    代表者名 

    電話番号 

    営業時間 

（２）担当介護支援専門員 

      

氏名               

 

 

令和   年   月   日 

 

サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 事業所 

【事業者名】小平市地域包括支援センター中央センター 

【所 在 地】小平市小川町２－１３３３ 小平市健康福祉事務センター１階 

【説明者名】                   印 

 

 事業所より上記の内容について口頭にて説明を受け、同意しました。 

利用者 

  【住 所】 

                       

【氏 名】                    印 

 

代理人 

【住 所】 

                       

【氏 名】                    印 


